
令和２年　７月１８日現在　

全国全ての人々に 国 特別定額給付金
一律1人当たり10万円

申請は郵送又はマイナポータルで

特別定額給付金担当
（市まちづくり交流課内）
℡　０２６１－８５‐０２３３

子育て世帯の方々に 国
子育て世帯への
臨時特別給付金

子ども１人当たり１万円
 改めての申請不要

大町市子育て支援課
℡　０２６１－２２－０４２０

生活が苦しい
ひとり親世帯の方々に

国
ひとり親世帯への
臨時特別給付金

児童扶養手当受給世帯に対して
５万円（第2子以降は、＋３万円）
 さらに、収入減の場合＋５万円

大町市子育て支援課
℡　０２６１－２２－０４２０

休業期間中、
賃金が支払われない

国
新型コロナウイルス感染症対応

休業支援金・給付金
中小企業で働く従業員に対して

月額最大１１，０００円×休業日数を支給

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
コールセンター  ℡　０１２０－２２１－２７６

月～金 ８：３０～２０：００　土日祝 ８：３０～１７：１５

休業による収入減で
住居を失うおそれ

国 住居確保給付金
原則３か月,最長９か月の

家賃相当額を支援

大町市生活就労支援センター
「まいさぽ大町」（大町市社会福祉協議会内）

℡　０２６１－２２－７０８３

収入減で 生活が苦しい
貸
付

国
緊急小口資金
総合支援資金

最大８０万円(二人以上世帯)
最大６５万円(単身世帯)

大町市社会福祉協議会
℡　０２６１－２２－１５０１

収入減で
保険料が払えない

国 国民健康保険料等の減免
国民健康保険料、介護保険料、

国民年金保険料等を減免
大町市市民課

℡　０２６１－２２－０４２０

生活が苦しくて
 税,公共料金が払えない

国
納税猶予・公共料金の

支払猶予

　国税・地方税、電気・水道・ガス・
 電話料金、NHK受信料等の
各種公共料金の支払を猶予

国税→国税局猶予相談センター
地方税→大町市税務課
水道料→大町市水道課

各種公共料金→各種事業者

収入減で 生活が苦しい
貸
付

県
低所得者世帯

緊急小口資金貸付
２０万円以内（一定の要件あり）

１０万円以内（一世帯）
大町市社会福祉協議会
℡　０２６１－２２－１５０１

交
付

市
大町市高齢者外出支援
タクシー乗車券交付事業

市民で７５歳以上のみの高齢者世帯
１世帯あたり　840円×12枚　配布

助
成

市 大町市高齢者外出支援事業
市民活動団体等が主催する買い物等の高齢者
外出支援事業に、市が委託する貸切バスを提供

国
小学校休業等対応助成金

（企業向け）

小学校等休校により保護者である労働者に有給休
暇を取得させた事業主に休暇中に支払った賃金を

助成　　１日あたり、１５，０００円/人　上限

国
小学校休業等対応支援金

（個人事業者等向け）

小学校等休校により、子どもの世話の
ため契約した仕事ができなくなった、個人で仕

事をする保護者　７，５００円/日

国 傷病手当金 新型コロナウイルス感染症に感染した
被用者に対する傷病手当金の支給

大町市市民課
℡　０２６１－２２－０４２０

顧客との密接な接触を避け
ることが難しい業種の方へ

給
付

県
新型コロナウイルス危機突

破支援金（健康・理美容サー
ビス業等対応型）

理容業、美容業、エステティック業、リラクゼー
ション業、ネイルサービス業、運転代行業、療術

業
１０万円／事業主　１回限り

産業・雇用 総合サポートセンター
（北アルプス地域振興局 商工観光課）

℡　０２６１－２３－６５２３

域内消費の拡大を目指し
支
援

市 がんばろう！大町応援券
10,000円（1,000円×11枚綴り）　20,000冊

共通商品券6枚（全取扱店）・
限定商品券5枚（大型店・量販店を除く店舗）

大町商工会議所
℡　０２６１－２２－１８９０

売上げが半分以下※
で事業の継続が苦しい

※１～１２月のどの月でも

国 持続化給付金 中堅・中小・小規模 最大２００万円
ﾌﾘｰﾗﾝｽ含む個人事業主 最大１００万円

持続化給付金事業コールセンター
℡　０１２０－１１５－５７０

家賃の支払いが苦しい 国 家賃支援給付金
一定の売上減少要件を満たす事業者に

中小企業等　最大６００万円
個人事業者等 最大３００万円

家賃支援給付金コールセンター
℡　　０１２０-６５３-９３０

雇用を維持できない 国 雇用調整助成金
雇用を維持する中小企業は

一律１０割助成
日額上限8,330円→１５，０００円に引き上げ

お近くの都道府県労働局またはﾊﾛｰﾜｰｸまで
ｺｰﾙｾﾝﾀｰ 0120-60-3999

(毎日9:00-21:00)

国 持続化補助金
小規模事業者に最大１５０万円を補助

(最大１００万円までを最大３/４補助、最大５０万円を
定額補助)ﾅｲﾄｸﾗﾌﾞ､ﾗｲﾌﾞﾊｳｽ等は最大２００万円

大町商工会議所
℡　０２６１－２２－１８９０

助
成

県
コロナ特別対応型持続化支援事

業（国持続化補助金を拡充）
国の持続化補助金（コロナ特別対応型）を拡充

（県による補助金の上乗せ）
長野県産業立地・経営支援課

℡　０２６－２３５－７１９５

国
国税、地方税、社会保険料

の納付猶予
売上が一定程度減少の場合、

１年間、無担保かつ延滞税なしで猶予

国税→国税局猶予相談センター
地方税→大町市税務課

社会保険料→所轄の年金事務所

国
固定資産税、

都市計画税の減免
　売上が一定程度減少の場合,

来年度は ２分の１又はゼロに減免
大町市税務課

℡　０２６１－２２－０４２０

国
無利子・無担保融資

（コロナ感染症特別貸付）

３年間無利子,最長５年間元本据置
中小：６億円　上限

国民：８，０００万円上限

国
新型コロナウイルス対策

マル経融資
（小規模事業者）

３年間無利子
融資額：別枠１，０００万円上限

県
新型コロナ感染症

対応資金

３年間実質無利子・最長５年間据置
保証料を半額またはゼロ

融資額：４，０００万円上限（運転・設備）

県
経営健全化支援資金

（新型コロナ感染症対策）

設備：６，０００万円上限
運転：８，０００万円上限

利率：年０．８％

融
資

市
新型コロナウイルス感染

対策特別資金融資

３年間実質無利子・据置２年間
融資額：３，０００万円上限

運転資金のみ

大町市商工労政課
℡　０２６１－２２－０４２０

日本政策金融公庫
℡　０１２０－１５４－５０５

融
　
　
資

取引金融機関
（県）北アルプス地域振興局 ℡0261-22-5111

（市）商工労政課

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う主な助成金・給付金等　一覧表

学校等休業助成金・支援金コールセンター
℡　０１２０－６０－３９９９

大町市福祉課
℡　０２６１－２２－０４２０

世
帯
や
個
人
の
皆
様

給
　
　
　
　
付

猶
予
・
減
免

事
業
者
の
皆
様

従業員等の休業補償に

給
　
　
付

給
　
　
付

高齢者が外出する場合

助
　
　
成

納税等が苦しい

新たに販路開拓等の
取組みをする事業者に

猶
予
・
減
免

融資を受けたい
事業者に

融
　
　
資


